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定期巡回・随時対応型訪問介護看護ぐるんとびー重要事項説明書 
 

 

１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 株式会社ぐるんとびー 

代 表 者 氏 名 菅原 健介 

本 社 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

神奈川県藤沢市大庭５６８２-６パークサイド駒寄３－６１２ 

電話：0466-54-7006ﾌｧｯｸｽ番号：0466-54-7016 

法人設立年月日 2015年3月 

 

２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(1) 事業所の所在地等 

事 業 所 名 称 定期巡回・随時対応型訪問介護看護ぐるんとびー 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
    1492201122                 

事 業 所 所 在 地 〒252-0815神奈川県藤沢市石川693-6 

連 絡 先 

相 談 担 当 者 名 

（電話番号：0466-21-9110 ファックス番号：0466-47-7757） 

管理者：田口 亨 

事業所の通常の 

事業の実施地域 
湘南大庭を中心とした隣接地域 

 

(2) 事業の目的及び運営の方針 

事 業 の 目 的 

本契約は、株式会社ぐるんとびーが開設する定期巡回・随時対

応型訪問介護看護ぐるんとびー（以下「事業所」）が実施する

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業（以下「事業」）

について、関係法令に基づき必要な人員体制および運営管理の

事項を定め、事業の適正かつ円滑な実施を図るとともに、要介

護状態にある利用者の意思および人格を尊重し、利用者本位の

適切なサービス提供を確保することを目的とします。 

運 営 の 方 針 

事業所は、利用者が尊厳を保ち、自立した日常生活を居宅で継続でき

るよう、定期巡回や随時通報による訪問を通じて、入浴・排せつ・食

事等の介護や緊急対応、療養支援を行い、心身機能の維持回復に努め

ます。常に利用者の意思・人格を尊重し、計画的かつ柔軟なサービス

を提供するとともに、関係機関との連携、虐待防止体制の整備、従業

者研修の実施等により、安心・安全なサービス提供に努めます。サー

ビス終了時には適切な支援と情報提供を行います。 

 

(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間 

 

(4) サービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日 365日 

サービス提供時間 24時間 

 

(5) 事業所の職員体制 

管理者 田口 亨 

 

営 業 日 基本的には月～日曜日 

営 業 時 間 9時～18時 



職 職 務 内 容 人 員 数 

管理者 

1 事業所の従業者・業務の管理を一元的に行います。 

2 法令等において規定されている指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の実施に関し、従業者に対し遵守すべき

事項において指揮命令を行います。 

常 勤１名 

計画作成責

任者 

1 適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成しま

す。 

2 利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行

います。 

常 勤 １名

以上 

オペレータ

ー 

1 利用者又はその家族等からの通報に対応します。 

2 計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員

と密接に連携し、利用者の心身の状況等の把握に努めま

す。 

3 利用者又はその家族に対し、相談及び助言を行います。 

4 事業所に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の利用の申込みに係る調整を行います。 

5 訪問介護員等に対する技術的指導等のサービスの内容の

確認を行います。 

常 勤 3名

以上 

非常勤 ２名

以上 

定期巡回サ

ービスを行

う訪問介護

員等 

定期的な巡回により、排せつの介護、日常生活上の世話等

の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行いま

す。 

常 勤 3名

以上 

非常勤 2名

以上 

随時訪問サ

ービスを行

う訪問介護

員等 

利用者からの通報によりその者の居宅を訪問し、日常生活

上の緊急時の対応等の指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の提供を行います。 

常 勤 ３名

以上 

非常勤 ２名

以上 

訪問看護サ

ービスを行

う看護師等 

主治医の指示によりその者の居宅を訪問し、療養上の世話

又は必要な診療の補助等の指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の提供を行います。 

看護職員5名

以上 

 

３ 提供するサービスの内容及び費用について 

(1) 提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サ ー ビ ス の 内 容 

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画の作成 

1 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、定期巡回サ

ービス及び随時訪問サービスの目標、当該目標を達成するため

の具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を

記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しま

す。 

2 利用者に応じて作成した計画について、利用者及びその家族に

対して、その内容について説明し同意を得ます。 

3 計画を作成した際には、当該計画を利用者に交付します。 

4 作成に当たっては、利用者の状態に応じた多様なサービスの提

供に努め、さらに作成後は実施状況の把握を行い、必要に応じ

て定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行います。 



定期巡回・随時対応型訪問

介護看護の内容 

1 利用者又はその家族に対する相談、助言等を行います。 

2 利用者からの随時の連絡に対する受付、相談等を行います。 

3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき、排せつ介

助、体位交換、移動・移乗介助、その他の必要な介護を行いま

す。 

4 利用者からの随時の連絡に対応した排せつ介助、体位交換、移

動・移乗介助、その他の必要な介護を行います。 

5 主治医の指示による、療養上の世話又は必要な診療の補助等を

行います。 

 

 

(2) 訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

① 医療行為 

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり 

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 利用者の同居家族に対する訪問サービスの提供 

⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えた訪問サービス提供（大掃除、庭掃除など） 

⑥ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

⑦ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除く） 

⑧ その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 
 
(3) 介護保険給付サービス利用料金 
 
別紙参照 

 

※ 月途中からの利用開始や、月途中での利用中止の場合日割り日額を乗じた利用料となります。 

※ （訪問看護サービスを行う場合）居宅サービス計画上、准看護師以外の看護師等が訪問することと

されている場合に、准看護師が訪問する場合は、所定単位数の 100 分の 98 に相当する単位数を算

定します。また、居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事

情により准看護師以外の看護師等が訪問する場合については、所定単位数の 100 分の 98 を乗じて

得た単位数を算定します。 

 

<<通所サービス利用時の調整（１日につき）>> 

通所介護、通所リハビリテーション若しくは認知症対応型通所介護を利用している利用者は、所定

単位数から、当該月の通所系サービスの利用日数に以下の単位数を乗じて得た単位数を減じたもの

を、当該月の所定単位数とします。 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）（連携型以外） 

 別紙参照 

※ 「利用料」と「負担額」は、減算する単位数の相当金額であり実際の金額とは異なる場合がありま

す 

※ 当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは当事業所と同一建

物に居住する利用者にサービス提供を行い、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）、（Ⅱ）

を算定する場合は１月につき 600 単位（利用料：6,672 円、利用者負担額：668 円)、（Ⅲ）を算定

する場合は所定単位数の 100 分の 10 が減額となり、当事業所における１月当たりの利用者が同一

敷地内建物等に 50 人以上居住する建物に居住する利用者に対してサービス提供を行い、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅰ）、（Ⅱ）を算定する場合は１月につき 900 単位（利用料：

10,008 円、利用者負担額：1,001 円)、（Ⅲ）を算定する場合は所定単位数の 100 分の 15が減額と

なります。 

※ 連携型以外の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定する場合において、訪問看護サービスを

利用しようとする者の主治の医師が、利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必

要がある旨の特別指示を行った場合、その特別指示又は特別指示書の交付があった日から 14 日を



限度として医療保険の給付対象となるため、当該指示から 14 日間に限っては「訪問看護サービス

を行わない場合」の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費を算定します。 
※ 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、夜間対応型訪問介護、

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護若しくは複合型サービスを受けている間は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は算定しませ

ん。 

 
(4) 加算料金 

別紙参照 

※ 緊急時訪問看護加算（Ⅰ）は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における 24 時間連絡

できる体制を充実するため、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備され

ており、利用者又は家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応でき、

計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問を必要に応じて行う体制にある場合に算定し

ます。 

※ 緊急時訪問看護加算（Ⅱ）は、利用者又は家族等から電話等により看護に関する意見を求められ

た場合に常時対応でき、計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問を必要に応じて行う

体制にある場合に算定します。 

※ 特別管理加算は、訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする以下の利用者に対して、訪問

看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合に算定します。 

特別管理加算（Ⅰ）を算定する場合の利用者について 

医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受け

ている状態又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態の方。 

特別管理加算（Ⅱ）を算定する場合の利用者について 

・医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療

法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿

指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患

者指導管理を受けている状態の方 

 ・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態の方 

 ・真皮を超える褥瘡の状態の方 

 ・点滴注射を週３日以上行う必要があると認められる状態の方 

※ ターミナルケア加算は、在宅で死亡された利用者について、利用者又はその家族等の同意を得て、

その死亡日及び死亡日前１４日以内に２日（末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める状態

にあるものは 1日）以上ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、24時間以内に

ご自宅以外で死亡された場合を含む。）に算定します。 

その他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものとは次のとおりです。 

イ 多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチント

ン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底

核変性症及びパーキンソン病（ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機

能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎

縮症及びシャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化性全脳炎、ライソゾーム病、副

腎白質ジストロフィー、脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、慢性炎症性脱髄性多発神経炎、

後天性免疫不全症候群、頚髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 

ロ 急性増悪その他当該利用者の主治の医師が一時的に頻回の訪問看護が必要であると認める状

態 

※ 初期加算は、当事業所の利用を開始した日から 30日以内の期間について算定します。 

※ 退院時共同指導加算は、入院中又は入所中の者が退院又は退所するにあたり、一体型指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者が退院時共同指導を行った後、初回の訪問看護サービ

スを行った場合に算定します。 

※ 総合マネジメント体制強化加算（Ⅰ）は、利用者の状況の変化に応じ多職種共同で定期巡回・随

時対応型訪問介護看護計画を見直し、地域の病院、診療所等他の関係施設に対して当事業所が提

供できるサービスの具体的な内容に関して情報提供を行っており、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護が、地域包括ケアの担い手として、地域に開かれたサービスとなるよう、サービスの 質

の向上を図りつつ、認知症対応を含む様々な機能を発揮し、地域の多様な主体とともに利用者を

支える仕組みづくりを促進するため、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組を



行っている場合に算定します。 

※ 総合マネジメント体制強化加算（Ⅱ）は、利用者の状況の変化に応じ多職種共同で定期巡回・随

時対応型訪問介護看護計画を見直し、地域の病院、診療所等他の関係施設に対して当事業所が提

供できるサービスの具体的な内容に関して情報提供を行っている場合に算定します。 

※ 生活機能向上連携加算(Ⅰ)は、利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、利

用者本人が当該行為を可能な限り自立して行うことができるよう、当事業所の計画作成責任者が、

訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施す

る医療機関の医師等の助言に基づき生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護

看護計画を作成し、当該計画に基づくサービスを実施した場合に算定します。 

生活機能向上連携加算(Ⅱ)は、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、

リハビリテーションを実施する医療機関が利用者の居宅を訪問する際に、当事業所の計画作成責

任者が同行すること等で利用者の状態評価を共同で行い、生活機能の向上を目的とした定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画を作成し、当該計画に基づくサービスを実施した場合に算定し

ます。 

※ 認知症専門ケア加算(Ⅰ) (Ⅱ)は、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる

認知症の利用者に対して、専門的な認知症ケアを行った場合に算定します。(Ⅰ)と (Ⅱ)の違いは、

自立度合いとその度合いの利用者の全体に占める割合、事業所の有資格者の配置度合い等の条件

によります。 

※ 口腔連携強化加算は、事業所の従業者が口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の

同意を得て、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果を情報提供した場合に算

定します。 

※ サービス提供体制強化加算は、当事業所が厚生労働大臣の定める基準に適合しているものとして届

け出し、利用者に対して定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合に算定します。 

※ 介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組

みを行う事業所に認められる加算です。 

※ 地域区分別の単価(4級地 10.84円)を含んでいます。  

※  (利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全額をいったん

お支払いいただきます。この場合、提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容、費用

の額その他必要と認められる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付しますので、｢領収書｣

を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費等の支給（利用者負担額を除く）申請を行ってく

ださい。 
 

 

４ その他の費用について 

交通費は発生しません。 

５ 利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）その他の費用の請求及び支払い方法について 

① 利用料、利用者負担額

（介護保険を適用する

場合）、その他の費用

の請求方法等 

ア 利用料利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びそ

の他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ご

との合計金額により請求します。 

イ 上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月 15

日までに利用者あてにお届け（郵送）します。  

② 利用料、利用者負担額

（介護保険を適用する

場合）、その他の費用

の支払い方法等 

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用

者控えと内容を照合のうえ、請求月の△日までに、下記

のいずれかの方法によりお支払い下さい。 

(ア)事業者指定口座への振り込み 

(イ)利用者指定口座からの自動振替 

(ウ)現金支払い 

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によら

ず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますよう

お願いします。（医療費控除の還付請求の際に必要とな

ることがあります。） 

※利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正当な理



由がないにもかかわらず、支払い期日から2か月以上遅延し、さらに支払いの督促から〇日以内に

支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことが

あります。 

※その他の費用について、交通費等の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対

し、利用料とその他の利用料（個別の費用ごとに区分したもの）について記載した領収書を交付し

ます。 

 

６ サービスの提供にあたって 

（1） サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要介護認定

の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があ

った場合は速やかに当事業者にお知らせください。 

（2） 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われ

るよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅

くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する 30 日前にはなされるよう、必要な

援助を行います。 

（3） 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその

家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明いたします。その内容及び支

払いに同意される場合は、同意する旨の文書に署名（記名押印）いただきます。 

（4） サービス提供は「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画｣に基づいて行います。なお、「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要

に応じて変更します。 

（5） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の訪問介護員等に対するサービス提供に関する具体的な指示

や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向

に充分な配慮を行います。 

 

７ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ

ます。 

（1） 虐待防止に関する担当者及び責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 管理者：田口亨 

虐待防止に関する担当者 計画作成：神谷直美・田口亨 

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（5） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を設立します。 

（6） 虐待の防止のための指針を作成します。 

 

８ 身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがあ

る場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利

用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うこと

があります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危 

険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶ 

ことを防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった 

場合は、直ちに身体拘束を解きます。 



身体拘束担当者 管理者：田口亨 

 

 

９ 秘密の保持と個人情報の保護について 

① 利用者及びその家族に関する秘

密の保持について 

 

ア 事業者は、利用者の個人情報について「個人情

報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定

した「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守

し、適切な取扱いに努めるものとします。 

イ 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業

者」という。）は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由

なく、第三者に漏らしません。 

ウ また、この秘密を保持する義務は、サービス提

供契約が終了した後においても継続します。 

エ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又

はその家族の秘密を保持させるため、従業者で

ある期間及び従業者でなくなった後において

も、その秘密を保持するべき旨を、従業者との

雇用契約の内容とします。  

② 個人情報の保護について 

 

ア 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない

限り、サービス担当者会議等において、利用者

の個人情報を用いません。また、利用者の家族

の個人情報についても、予め文書で同意を得な

い限り、サービス担当者会議等で利用者の家族

の個人情報を用いません。 

イ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情

報が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁

的記録を含む。）については、善良な管理者の

注意をもって管理し、また処分の際にも第三者

への漏洩を防止するものとします。 

ウ 事業者が管理する情報については、利用者の求

めに応じてその内容を開示することとし、開示

の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められ

た場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達

成に必要な範囲内で訂正等を行うものとしま

す。(開示に際して複写料などが必要な場合は

利用者の負担となります。)  
 

10 緊急時の対応について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師

への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

 

11 事故発生時の対応方法について 

利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は、市

区町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を

講じます。 

また、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発

生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

12 身分証携行義務 

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示を求め

られた時は、いつでも身分証を提示します。 



 

13 心身の状況の把握 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサ

ービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービ

ス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

 

14 居宅介護支援事業者等との連携 

(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サ

ービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。 

(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護計画」の写しを、利用者の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付しま

す。 

(3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した

書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。 

 

15 サービス提供の記録 

(1) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施ごとに、そのサービスの提供日、内容及び利用

料等を、サービス提供の終了時に利用者の確認を受けることとします。また、利用者の確認を

受けた後は、その控えを利用者に交付します。 

(2) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、

その記録は、サービスの提供の日から５年間保存します。 

(3) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求するこ

とができます。 

 

16 業務継続計画の策定等 

(1) 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

(2) 従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、感染症及び災害に係る研修を定   

期的（年 1回以上）に行います。 

(3) 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 

(4) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

(5) 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画を作成します。 

(6) 感染症及び災害に係る研修を定期的（年 1回以上）に行います。 

(7) 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。 

 

担当者 石川和子 

 

17 衛生管理等 

(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立します。 

(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成します。 

(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 

(4) 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

(5) 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

 

18 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス内容の見積もりについて 

○ このサービス内容の見積もりは、あなたの居宅サービス計画に沿って、事前にお伺いした日常生

活の状況や利用の意向に基づき作成したものです。 

(1) 計画作成責任者（定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成する者） 

氏 名                （連絡先：              ） 
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     円 円 

１週当りの利用料、利用者負担額（見積もり）合計額 円 円 

 

(3)その他の費用 

① 交通費の有無 無 

③  キャンセル料 無 

③ サービス提供に当たり必要となる利

用者の居宅で使用する電気、ガス、

水道の費用 

ご本人様負担 

④ 通院・外出介助における訪問介護員

等の公共交通機関等の交通費 
 

 

(4)  １ヶ月当たりのお支払い額（利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）とその他の

費用の合計）の目安 

お支払い額の目安         

 

※ ここに記載した金額は、この見積もりによる概算のものです。実際のお支払いは、サービス内容

の組み合わせ、ご利用状況などにより変動します。 

※ この見積もりの有効期限は、説明の日から１ヶ月以内とします。 
 

 

19 サービス提供に関する相談、苦情について 

(1) 苦情処理の体制及び手順 

ア 提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの相談及び

苦情を受け付けるための窓口を設置します。（下表に記す【事業者の窓口】のとおり） 

イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。 

 

 

(2) 苦情申立の窓口 

【事業者の窓口】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看

護ぐるんとびー 管理者田口亨 

 

(所 在 地)神奈川県藤沢市石川693-6        

(電話番号)0466-21-9110        

(ﾌｧｯｸｽ番号)0466-47-7757 

(受付時間)9時～18時 



【法人窓口】 

株式会社ぐるんとびー 総務 

(所 在 地)神奈川県藤沢市大庭5682-6パーク

サイド駒寄3-612 

(電話番号)0466-54-7006   

(受付時間)9時～17時 

【市役所の窓口】 

藤沢市役所介護保険課 

(所 在 地)神奈川県藤沢市朝日1番地の1本庁

舎2階 

(電話番号)0466-50-8270 内線3124 

【公的団体の窓口】 

かながわ福祉サービス運営適正委

員会事務局 

(所 在 地)神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁

目24-2 

(電話番号)045-317-2200     

 

20 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

実施の有無 無 

 

21 この重要事項説明書の概要等については、当該事業所の見やすい場所に掲示するとともに、当該

事業所のウェブサイト（法人ホームページ等又は情報公表システム上）に掲載・公表します。 

 

22 重要事項説明の年月日 

上記内容について、利用者に説明を行いました。 

 

重要事項説明書の説明年月日 年   月   日 

 

事

業

者 

所 在 地 
神奈川県藤沢市石川693-6 

法 人 名 
株式会社ぐるんとびー 

代 表 者 名 菅原健介 

事 業 所 名 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護ぐるんとびー 

説明者氏名  

 

 事業者から上記内容の説明を確かに受けました。 

利用者 
住 所 

 

氏 名  

 

代理人 
住 所 

 

氏 名  



定期巡回・随時対応型訪問介護看護ぐるんとびー契約書 

 
（以下「契約者」という）と株式会社ぐるんとびー（以下「事業者」という）は、契約者が 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護ぐるんとびー（以下「事業所」という）から提供される
サービス 

 訪問介護サービス  訪問介護・訪問看護サービス 
を受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約（以下「本契約」 
という）を締結します。 

第⼀章 総則 

第１条（契約の目的） 
１事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応
じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援しうることを目的として、
第５条に定めるサービスを提供します。 
２事業者が契約者に対して実施するサービスの内容、利用日、利用時間、契約期間、利用費 
用等の事項（以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画」という）は別紙『重要事項説 
明書』等に定めるとおりとします。 

第２条（契約期間） 
本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとしま 
す。但し、契約期間満了の2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場 
合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

第３条（定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の決定・変更）                    

１事業者は、契約者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が作成されている場合には、そ

れに沿って契約者の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成するものとします。 
２事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、定期巡回・随 
時対応型訪問介護看護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、 
居宅介護支援事業者を紹介する等居宅 サービス計画作成のために必要な支援を行うものと 
します。 
３事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画について、契約者及びその家族等に 
対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。 
４事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、又は契約者若しくはその 
家族等の要請に応じて、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画について変更の必要があ 
るかどうかを調査し、その結果、計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者 
及びその家族等と協議して、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を変更するものとし 
ます。 
５事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を変更した場合には、契約者に対し 
て書面を交付し、その内容を確認するものとします。 

第４条（介護保険給付対象サービス） 
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、契約者の居宅に訪問介護員を定期的に派遣
し、契約者に対して入浴・排せつ・食事等の介護・調理・洗濯・掃除・買い物等の生活援助
その他日常生活上の支援を提供するものとします。また、オペレーターを配置し、利用者の
通報に対し随時対応するとともに、訪問介護員の派遣を行い、上記生活上の支援を提供する
ものとします。 

第５条（介護保険給付外のサービス） 
１事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付サービスとして、介護保険給付の支給 
限度額を超えて利用する定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供するものとし 
ます。 
２前項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。 
３事業者は、第１項で定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族 
等に対してもわかりやすく説明するものとします。 
 



 
第６条（訪問介護員の交替等） 
１本契約において「訪問介護員」とは、所定の研修を受けた上で定期巡回・随時対応型訪 
問介護サービス事業に従事し、介護・生活援助及び相談助言等を行う専門職員をいうもの
とします。 
２本契約において「サービス従事者」とは訪問介護員、保健師、看護師、機能訓練員等、 
事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを提供するために使用する者をいう
ものとします。 
３契約者は、選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上 
不適当と認められる事情その他交換を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問 
介護員の交替を申し出ることができます。 
４事業者は、訪問介護員の交替により、契約者及びその家族等に対してサービス利用者上 
の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

第７条（サービスの実施） 

１契約者は第４条及び第５条で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはで

きません。 
２定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者 
が行います。但し、事業者は定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの実施にあたっ 
て契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 
３契約者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス実施のために必要な備品等（水 
道・ガス・電気を含む）を無償で提供し、訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等の 
使用を承諾するものとします。 

第⼆章 サービスの利⽤と料⾦の⽀払い 

第８条（サービス利用料金の支払い） 
１事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が 
居宅介護サービス費として市町村から給付を受ける額（以下、介護保険給付額という）の 
限度において、契約者に代わって市町村から支払いを受けます。 
２契約者は、第４条に定めるサービスについて、重要事項説明書に定める所定の料金体系に 
基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分（自己負担分）を事業 
者に支払うものとします。 但し、契約者がいまだ要介護認定を受けていない場合及び居宅 
サービス計画が作成さ れていない場合には、サービス利用料金をいったん支払うものとし 
ます。（要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分除く金額が介護保険から払 
い戻され ます（償還払い）） 
３第５条第１項及び第２項に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に 定 
める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。 
４前項の他、契約者は、通常のサービス提供実施地域以外の地域の居宅におけるサービ ス
の提供を受ける場合には、交通費実費相当額を事業者に支払うものとします。 
５前４項に定めるサービス利用料金は１か月ごとに計算し、契約者はこれを翌月20日までに 
支払うものとします。 

第９条（利用の中止・変更・追加） 
１契約者は、利用期日前において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用を 
中止、変更、又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービ 
スの実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。 
2事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪 
問介護員の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の 
利用可能日時を契約者に提示して協議するものとします。 

第10条（サービス内容の変更） 
１事業者は、サービス利用当日、契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実 
施ができない場合には、サービス内容の変更をすることができるものとします。 

第11条（利用料金の変更） 
１第8条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があ 



 
った場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 
２第8条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化そ 
の他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の１か月前 
までに説明をした上で当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。 

３契約者は、前項の変更に同意することができない場合には本契約を解約することができま

す。 

第三章 事業者の義務 

第12条（事業者及びサービス従事者の義務） 
１事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって契約者の生命・身体・財産の安 
全・確保に配慮するものとします。 
２事業者は、サービス実施日において、訪問介護員により契約者の体調・健康状態からみて 
必要な場合には、契約者又はその家族等からの聴取・確認の上で訪問介護サービスを実施 
するものとします。 
３事業者は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、  
医師・医療機関への連絡体制の確保に努めるものとします。 
４事業者は、契約者に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの実施について記
録を作成し、それを完結の日から５年間保管し、契約者又は代理⼈の請求に応じてこれを閲 

覧させ、又はその複写物を交付するものとします。 

第13条（守秘義務等） 
１事業者、サービス従事者又は従業員は、訪問介護サービスを提供する上で知り得た契約 
者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務 
は、本契約の終了した後も継続します。 
２事業者は、契約者に医療上・緊急の必要性がある場合には医療機関等に契約者に関する 
心身の情報を提供できるものとします。 
３前2項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業者等との連携を図るなど正当な 
理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、契約 
者又はその家族等の個⼈情報を用いることができるものとします。 

第14条（高齢者虐待防止） 

事業者は、ご契約者等の人権擁護・虐待の等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じ

ます。 

１研修等を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努めます。 

２個人戦計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 
３従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者 
等の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

第15条（訪問介護員の禁止行為） 

訪問介護員は、契約者に対する訪問介護サービスの堤供にあたって、次の各号に該当する行

為を行いません。 

一 医療行為(ただし、看護師、保健師、機能訓練員を除く                       
ニ 契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な
物品の授受三 契約者の家族等に対するサービスの
提供 
四 飲酒及び契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙                             
五 契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活
動、営利活動六 その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑
行為 
 
 
 
 



 
第四章 損害賠償(事業者の義務違反) 
第１６条(損害賠償責任) 
１事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により 契 
約者に生じた損害について賠償する責任を負います。第13条に定める守秘義務に違反した 
場合も同様とします。但し、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置か 
れた心身の状況を 斟酌して相当と認められる時に限り、損害賠償額を減じることができる 
ものとします。 
２事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行するものとします。 

 
第17条（損害賠償がなされない場合） 
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以 
下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 
一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告
げ 
ず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 
ニ 契約者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告 
げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 
三 契約者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由にもっぱら
起因して損害が発生した場合 
四 契約者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為にもっぱら起因し 
て損害が発生した場合 
第18条（事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能） 
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事 
由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して既に実施したサービ 
スを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。 
第五章 契約の終了 
第19条（契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 
１契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い 事
業者が提供するサービスを利⽤することができるものとします。 
一 契約者が死亡した場合 
ニ 要介護認定又は要支援認定により契約者の心身の状況が要支援又はは自立と判定された場
合 
三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所
を閉鎖した場合 
四 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供供が不可能に
なった場合 
五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を
辞退した場合 
六 第19条から第21条に基づき本契約が解約又は解除され
た 
場合 
２事業者は、前項第⼀号を除く各号により本契約が終了する場合には、
契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行う
よう努めるものとします。 
第20条（契約者からの中途解約） 
１契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契 
約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。 
２契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。 
一 第11条第3項により本契約を解約
する場合 
ニ 契約者が入院した場合 
三 契約者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合 
第21条（契約者からの契約解除） 
契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合に 
は、本契約を解除することができます。 
一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定めるサービスを
実施しない場合 
ニ 事業者もしくはサービス従事者が第13条に定める守秘義務に違反した場合 



三 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者もしくはその家族等の身体・ 
財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が 
認められる場合 
 
第22条（事業者からの契約解除） 
事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除することができます。 
一 契約者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを
告 
げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ 
た場合 
⼆ 契約者による第８条第１項から第４項に定めるサービス利用料金の支払い2か月以上遅延 
し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・財 
産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがた 
い重⼤な事情を生じさせた場合 
第23条（精算） 
第18条第１項第⼆号から第五号により本契約が終了した場合において、契約者が、すでに 
実施されたサービスに対する利用料金支払義務その他事業者に対する義務を負担している 
ときは、契約終了日から１週間以内に精算するものとします。 
第六章 その他 
第24条（苦情処理） 
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、苦情を受け付け 
る窓口を設置して適切に対応するものとします。 
第25条（協議事項） 
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その 
他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。 
第26条（合意裁判管轄について） 
この契約について、やむを得ず訴訟となる場合は、事業者の住所地を管轄する裁判所を第 
⼀審管轄裁判所とすることを、利用者および事業者は予め合意します。 

 

上記について担当者からの説明を受け、同意します。



 

個人情報使用同意書 

 
私（利用者）、及びその家族の個人情報については、以下に記載するとおり必要最小限 
 
の範囲内で使用することに同意します。 

 
記 

 

１．使用目的 

（１） 居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供されるための連絡調整等において必

要な場合 

（２） 利用者が医療機関への受診や入院、施設入所されることに伴う必要最小限度の 情報の

提供      

（３） 在宅療養をサポートする病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業所 そ

の他の関係者と連携を図るため、医療従事者や介護従事者その他の関係者が共有 すべき介護

情報を含む個人情報の提供 

２．使用する事業者の範囲 

利用者利用が提供を受けるすべてのサービス事業者 

３．使用する期間 

契約で定める期間  
           
４．条件 

（１） 個⼈情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に漏れるこ 

とのないよう最新最新の注意を払うこと 

（２） 個人情報を使用した会議においては、出席者、議事内容等を記録しておくこと 

 

 

 

 

上記について担当者からの説明を受け、同意します。 



加算算定に関する同意書 

 

緊急時訪問看護加算      
 
利用者又はは家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応で 
き、計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問を必要に応じて行う体制にある 
場合に算定します。 
 
特別管理加算は、訪問看護サービスに関し特別な管理を必要とする以下の利用者に対し 
て、訪問看護サービスの実施に関する計画的な管理を行った場合に算定します。 
 
特別管理加算（Ⅰ） 

 
算定する場合の利用者 
医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理 
を受けている状態又はは気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態の 
方。 

特別管理加算（Ⅱ）   

算定する場合の利用者 

・医科診療報酬点数表に掲げる在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在 

宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管 

理、在宅自己導尿指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管 

理又は在宅肺高血圧圧症患者指導管理を受けている状態の方 
・人工肛門又は人工膀胱を設置している状態の方 

・真皮を超える褥瘡の状態の方 

・点滴注射を週3日以上行う必要があると認められる状態の方 

 

ターミナルケア加算 
 
在宅で死亡された利用者について、利用者又ははその家族等の同意を得て、その死亡日
及び死亡日前１４日以内に２日（末期の悪性腫瘍その他別に厚⽣労働大臣が定める状態
にあるものは1日）以上ターミナルケアを行った場合（ターミナルケアを行った後、24時
間以内にご自宅以外で死亡された場合を含む）に算定します。 

 

初期加算 

当事業所の利用を開始した日から30日以内の期間について算定します。 

退院時共同指導加算 

 
入院中又は入所中の者が退院又は退所するにあたり、⼀体型指定定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所の従業者が退院時共同指導を行った後、初回の訪問看護サービスを
行った場合に算定します。 

総合マネジメント体制強化加算 

 
利用者の状況の変化に応じ多職種共同で定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を見直
し、地域の病院、診療所等他の関係施設に対して当事業所が提供できるサービスの具体

単位数 1割 2割 ３割 

325 ¥353 ¥705 ¥1057 

 

単位数 1割 2割 ３割 

500 ¥542 ¥1,084 ¥1,626 

 

単位数 1割 2割 ３割 

250 ¥271 ¥542 ¥813 

 

単位数 1割 2割 ３割 

2,500 ¥2,710 ¥5,420 ¥8,130 

 

単位数 1割 2割 ３割 

30 ¥33 ¥65 ¥98 

 

単位数 1割 2割 ３割 

600 ¥651 ¥1,301 ¥1,952 

 

単位数 1割 2割 ３割 

1,200 ¥1,301 ¥2,602 ¥3,903 

 



的な内容に関して情報提供を行っている場合に算定します。 
 

⽣活機能向上連携加算(Ⅰ) 

 
 
利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、利用者本人が当該行為を可能な
限り自立して行うことができるよう、当事業所の計画作成責任者が、訪問リハビリテーション
事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施する医療機関の医師等の
助言に基づき生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成し、
当該計画に基づくサービスを実施した場合に算定します。 

生活機能向上連携加算(Ⅱ) 

 
訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを
実施する医療機関が利用者の居宅を訪問する際に、当事業所の計画作成責任者が同行する
こと等で利用者の状態評価を共同で行い、生活機能の向上を目的とした定期巡回・随時対
応型訪問介護看護計画を作成し、当該計画に基づくサービスを実施した場合に算定し 
ます。 
 

 

認知症専門ケア加算 

 
 
日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められる認知症の利用者に対し 
て、専門的なな認知症ケアを行った場合に算定します。 

 

サービス提供体制強化加算 

 
 
 
当事業所が厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出し、利用者に対 
して定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行った場合に算定します。 

 
介護職員等処遇改善加算 
介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取り組みを行う事業所に認 
められる加算です。介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員処遇改善加算は、区分支 
給限度基準額の対象外となります。 

上記について担当者からの説明を受け、同意します。

単位数 1割 2割 ３割 

100 ¥109 ¥217 ¥326 

 

単位数 1割 2割 ３割 

200 ¥217 ¥434 ¥651 

 

単位数 1割 2割 ３割 

Ⅰ：90 ¥98 ¥195 ¥293 

Ⅱ：120 ¥130 ¥260 ¥390 

 

単位数 1割 2割 ３割 

Ⅰ：750 ¥813 ¥1,626          ¥2,439 

Ⅱ：640 ¥694 ¥1,388 ¥2082 

Ⅲ：350 ¥380 ¥759 ¥1,39 

    

    

 



説明日：令和 年 月    日  

事業者名 株式会社ぐるんとびー 
所在地 神奈川県藤沢市大庭５６
８２-６パークサイド駒寄６１２ 
代表取締役 菅原健介 

事業所名 定期巡回・随時対応型訪問介護看護ぐるんとびー 
事業所所在地 神奈川県藤沢市石川693-6 
事業所管理者 田口亨 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護ぐるんとびーの利用料金等重要事項・契約内
容・加算算定の同意・個人情報使用の同意を利用者または家族に説明を行いまし
た。 

事

業

者 

所 在 地 
神奈川県藤沢市石川693-6 

法 人 名 
株式会社ぐるんとびー 

代 表 者 名 菅原健介 

事 業 所 名 
定期巡回・随時対応型訪問介護看護ぐるんとびー 

説明者氏名  

 

                                        

契約日︓令和 年 月     日 

 事業者から上記内容の説明を確かに受けました。 

利用者 
住 所 

 

氏 名  

 

代理人 
住 所 

 

氏 名  

 


